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第１章 基本的事項の整理 

１ 計画策定の背景・意義 

（１）気候変動の影響 

地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に関わ

る安全保障の問題と認識されており、最も重要な環境問題の一つとされています。既に世界的

にも平均気温の上昇、雪氷の融解、海面水位の上昇が観測されています。 

気候変動に関する政府間パネル＊（以下「IPCC」という。）が2021（令和３）年８月に公表し

た「第６次評価報告書・第１作業部会報告書」では、「人間活動の影響が大気・海洋及び陸域を

温暖化させてきたことには疑う余地がないこと」と、さらに踏み込んだ断定的な表現となりま

した。 

また、同報告書において５ケースの将来予測がなされ、「全く対策を実施しない場合（SSP＊5-

8.5：最も地球への影響が大きい場合）」では、21世紀末までに世界の平均気温は基準値（1850

年～1900年）よりも最大で5.7℃も上昇すると予測されています。 

加えて、陸域の平均降水量は1950（昭和25）年以降増加しており、世界規模では地球温暖化

が１℃上昇するごとに、極端な日降水量が約７％上昇するという予測もなされています。 

さらに、CO2の累積排出量と気温上昇量の変化は比例関係にあり、産業革命以降、CO2は約２兆

4,000億トン排出されており、工業化前からの気温上昇を1.5℃に抑えるためには、残りの排出

量上限はあと4,000億トンであることも示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（https://www.jccca.org/） 
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２ 地球温暖化をめぐる国際的な動向 

（１）地球温暖化に関する動向 

2015（平成27）年12月、フランス・パリで開催された第21回締約国会議（COP21）において、

京都議定書以来18年ぶりの新たな法的拘束力のある国際的な合意文書となるパリ協定＊が採択

されました。パリ協定は、国際条約として初めて「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比

べて２℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」という全世界共通の

新たな目標が掲げられました。2018（平成30）年に公表された IPCC＊「1.5℃特別報告書」によ

ると、世界全体の平均気温の上昇を、２℃を十分下回り、1.5℃の水準に抑えるためには、CO2排

出量を2050（令和32）年頃に正味ゼロとすることが必要とされています。 

この報告書を受け、世界各国で、2050年までのカーボンニュートラル＊を目標として掲げる動

きが広がりました。 

さらに、2021（令和３）年８月に公表されたIPCCの第６次評価報告書第１作業部会報告書を

受け、同年10月から11月にかけて開催されたCOP26では、成果文書の中で「気温上昇を1.5℃に

抑えるための努力を追及すると決意する」と明記されました。 

なお、2023（令和５）年３月には、IPCCの第６次評価報告書・統合報告書が公表され、「この

10年間に行う選択や実施する対策は、現在から数千年先まで影響を持つ」ことが強調され、大

幅な排出削減対策を早急に進めることが必要であると指摘されています。 

 

（２）持続可能な開発目標＊（SDGs：Sustainable Development Goals） 

2015（平成27）年９月の国連サミットにおいて「持続可能な開発のための2030アジェンダ」

が全会一致で採択され、先進国のみならず発展途上国を含むすべての国が2030年までに全世界

で達成を目指す国際目標が示されました。 

「誰一人取り残さない」という理念のもと、17のゴール・169のターゲットを定め、包括的な

社会の実現を目指し「経済・社会・環境」をめぐる幅広い課題に取り組むこととされており、

17の目標の13番に「気候変動に具体的な対策を」が掲げられました。 

 

出典）国際連合広報センター ホームページ(https://www.unic.or.jp/） 
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３ 地球温暖化を巡る国内の動向 

2020（令和２）年10月、我が国は、2050（令和32）年までに、温室効果ガス＊の排出を全体と

してゼロにする、すなわち、2050年カーボンニュートラル＊、脱炭素社会の実現を目指すことを

宣言しました。これを受けて、「地球温暖化対策の推進に関する法律＊」（以下「温対法」という。）

が改正され（（2021（令和３）年５月に成立）、基本理念に「我が国における2050年までの脱炭

素社会の実現」が明記されました。 

さらに、2021（令和３）年６月、国・地方脱炭素実現会議において「地域脱炭素ロードマッ

プ」が決定され、脱炭素化の基盤となる重点施策（屋根置きなど自家消費型の太陽光発電、公

共施設など業務ビル等における徹底した省エネと再エネ電気調達、更新や改修時のZEB＊化誘導、

ゼロカーボン・ドライブ＊等）を全国津々浦々で実施する、といったことが位置付けられていま

す。 

なお、2021（令和３）年10月には、エネルギー基本計画が改定されるとともに、地球温暖化

対策計画が改定され、2030（令和12）年に温室効果ガス排出量を2013（平成25）年度比で46％

削減を目指すこと、さらに50％の高みに向けて挑戦を続けることが削減目標に掲げられました。 

 

 

出典）環境省 脱炭素ポータルウェブサイト(https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/） 

 

４ 田辺市のこれまでの取組 

こうした国内外の動向を受けて、田辺市では温対法で定める地方公共団体実行計画として

2006（平成18）年度に2010（平成22）年度までを計画期間とした「温室効果ガス排出抑制等田

辺市実行計画」（以下「第１次実行計画」という。）を策定して以降、現在では「第３次温室効果

ガス排出抑制等田辺市実行計画」（以下「第３次実行計画」という。）を策定し、環境にやさし

い行動計画として、冷暖房機など使用される電気をはじめ、化石燃料や用紙類における使用量

削減など具体的な取組内容を定め、職員の意識高揚を図るとともに、本計画の取組を定着させ

てきました。 
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５ 法改正等の内容 

（１）「地球温暖化対策の推進に関する法律＊の一部を改正する法律」公布 

2021（令和３）年における温対法の改正では、地球温暖化対策の国際的枠組「パリ協定＊」の

目標や「2050年カーボンニュートラル＊宣言」を踏まえ、2050（令和32）年までの脱炭素社会の

実現、環境・経済・社会の統合的向上、国民を始めとした関係者の密接な連携等が基本理念と

して規定されました。 

 

【「地球温暖化対策計画」閣議決定】 

2021（令和３）年に閣議決定された地球温暖化対策計画では、IPCC＊「1.5℃特別報告書」を

受けて、世界の平均気温の上昇を工業化以前の水準よりも1.5℃に抑えるための努力を追求する

ことが世界的に急務であることから、日本においても「2050年目標と整合的で野心的な目標と

して、2030年度に温室効果ガス＊を2013年度から46％削減することを目指し、さらに、50％の高

みに向けて挑戦を続けていく」ことや地域脱炭素化のために、交付金等（重点対策加速化事業＊

など）が創設されるなど2050（令和32）年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、

「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指すための計画が策定されています。 

 

【「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について

定める計画」閣議決定】 

2021（令和３）年に閣議決定された政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削

減等のため実行すべき措置について定める計画（以下「政府実行計画」という。）では、「2013

年度を基準として、政府の事務及び事業に伴い直接的及び間接的に排出される温室効果ガスの

総排出量を2030年度までに50％削減すること」を目標として掲げています。こうした野心的な

目標達成に向け、政府として率先実行していくためには、省エネ対策を従来以上に徹底すると

ともに、太陽光発電の庁舎等への導入を始めとした再生可能エネルギー＊の活用についても最大

限取り組んでいくことが不可欠となるとしています。 

 

出典）環境省 「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定

める計画の概要」  
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（２）気候変動適応法 

2018（平成30）年に公布され、政府による気候変動適応計画の策定、環境大臣による気候変

動影響評価の実施、国立研究開発法人国立環境研究所による気候変動への適応を推進するため

の業務の実施、地域気候変動適応センターによる気候変動への適応に関する情報の収集及び提

供等の措置を実施することが定められました。 

我が国における適応策が初めて法的に位置づけられることとなり、国、地方公共団体、事業

者、国民が連携・協力して適応策を推進するための枠組みが整備されました。 

気候変動の緩和策と適応策は車の両輪の関係です。地球温暖化対策推進法と気候変動適応法

の二つを礎に、気候変動対策の更なる推進が期待されます。 

 

出典）気候変動適応情報プラットフォーム(https://adaptation-platform.nies.go.jp/） 

 

（３）グリーン購入法 

2000（平成12）年に制定され、国等の機関にグリーン購入を義務づけるとともに、地方公共

団体や事業者・国民にもグリーン購入に努めることを求めています。 

グリーン購入法の基本方針では、特に重点的に調達を推進すべき環境物品等を特定調達品目

に定めています。特定調達品目及びその判断の基準等については、毎年度、定期的に見直しが

行われます。2001（平成13）年に14分野101品目だった特定調達品目数は、2022（令和４）年２

月現在、22分野285品目まで増え、特定調達品目の対象物品や判断の基準は多様化しています。

このため、環境省は、調達者が判断の基準を正しく理解し、環境物品等の調達を容易に行うこ

とができるよう、「グリーン購入の調達者の手引き 」を作成しています。 

グリーン購入法は認証制度ではなく、事業者自らによる適合宣言が可能であるため、購入者

はグリーン購入法適合の表示を参考にしたり、既存の環境ラベル＊等を活用したりして環境物品

等を選択する必要があります。 



 

6 

６ 実行計画策定マニュアルの変更 

電気の使用に伴う温室効果ガス＊の総排出量は、従来、基礎排出係数＊を用いて算定すること

とされていますが、2023（令和５）年３月に改定された「地方公共団体実行計画（事務事業編）

策定・実施マニュアル」では、再生可能エネルギー＊電力の調達等の取組が反映できるよう、点

検にあたっては、基礎排出係数を用いて算定された温室効果ガスの総排出量に加え、調整後排

出係数＊を用いて算定された温室効果ガスの総排出量を併せて公表することとなりました。 

また、本計画において定める温室効果ガスの総排出量の削減目標の達成は、調整後排出係数

を用いて算定した総排出量を用いて評価することができるようになりました。 

 

コラム 和歌山県での温暖化・気候変動の影響 

田辺市を含む和歌山県では、1880年以降、年平均気温が100年あたり約1.5度上昇しています。今

後も気温が上昇し続けた場合、日本列島の近海で猛烈な台風が存在する頻度も増加すると予測さ

れています。その場合平成23年や平成30年の台風がもたらしたような甚大な被害が多発する可能

性もあり、防災面からも温暖化・気候変動への対策を進める必要があります。 

 

 

出典）和歌山地方気象台 「和歌山県の気候変動 「日本の気候変動2020」（文部科学省・気象庁）に基づく地域

の観測・予測情報リーフレット」 

田辺市 「平成23年台風第12号による災害の記録」 
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第２章 計画の基本的事項 

１ 計画の目的と位置付け 

本計画は、温対法第21条により、地方公共団体に対し策定と公表が義務付けられている計画

であり、国の定める「地球温暖化対策計画」に即して策定する「地方公共団体実行計画」です。 

本計画は、「田辺市総合計画」等の上位計画や関連計画との整合を図りながら策定するもので

あり、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」（以下「省

エネ法」という。）に規定される「特定事業者」であることを鑑み、市が自らの事務事業の実施

に伴い排出される温室効果ガス＊を削減するための取組を自ら率先して行うことにより、温室効

果ガス排出量の削減を目指します。 

さらに、地域脱炭素を成長戦略と捉え、地域経済の活性化や地域課題（レジリエンスの向上、

地方創生等）の解決に繋げ、市民、事業者の環境保全に配慮した自主的な取組を促進すること

を目指します。 

 

 

図１ 計画の体系図 

 

２ 計画の期間 

本計画の期間は、2024（令和６）年度から2028（令和10）年度までの５ヶ年とします。 

本計画の推進は、国の動向などにより必要に応じて見直しを行います。 

 

３ 計画の基準年度及び目標年度 

国の「地球温暖化対策計画」と整合を図り、基準年度を2013（平成25）年度、目標年度を2028

（令和10）年度、中期目標年度を2030（令和12）年度、長期目標年度を2050（令和32）年度とし

ます。 

 

 

 

まちの将来像 

人と地域が輝き、 

未来へつながるまち田辺 

第 2次田辺市総合計画 

（後期基本計画） 

温室効果ガス排出抑制等 
田辺市実行計画（事務事業編） 

地球温暖化対策の 
推進に関する法律 

地球温暖化対策計画 

策定義務 

計画との整合 

関連法令 

関連計画 

○気候変動適応法 
○グリーン購入法 等 

○田辺市 SDGs 未来都市計画 
○田辺市地域防災計画    等 
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４ 計画の対象範囲 

（１）事務事業の範囲 

本計画の対象とする事務事業の範囲は、市庁舎をはじめとする公共施設で行うすべての事務

事業（指定管理者制度の導入施設も含む）とします。 

外部へ委託している施設等であっても光熱費を市が負担しているものは計画の対象とし、市

が光熱費を負担していない施設については、温室効果ガス＊の排出の抑制等の措置が可能なもの

は、受託者等に対して必要な取組（措置）を講ずるよう要請します。 

なお、対象施設等は計画の進行管理の中で必要に応じて見直すものとします。 

 

（２）対象となる温室効果ガス 

温対法において、温室効果ガスの項目として定められているのは、二酸化炭素（CO2）、メタン

（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン（HFCS）、パーフルオロカーボン（PFCS）、

六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化窒素（NF3）の７種類とされていますが、二酸化炭素以外の６種

類については、本市の管轄する事務及び事業から排出される温室効果ガスに占める割合が小さ

い又は排出が無いため、本市では前計画に引き続き二酸化炭素（CO2）を対象とします。 

 

（３）温室効果ガス排出量の算定方法 

温室効果ガス排出量の算定に当たっては、「地球温暖化対策の推進に関する法律＊施行令」（以

下「温対法施行令」という。）第３条に規定された排出係数、温対法施行令第４条に規定された

地球温暖化係数、そして「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（算定手

法編）（令和５年３月環境省）」に規定された方法により算定します。 

算定式は以下の通りとなります。  

 

【温室効果ガス排出量】＝【活動量】×【排出係数】×【地球温暖化係数】 

 

 

【活動量】 

温室効果ガス排出の要因となる活動の量を示すもので、電気やガソリン等のエネルギー使

用量等がこれに該当します。 
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表１ 活動区分一覧 

項 目 
活動量 

区 分 単 位 

二酸化炭素（CO2） 

電気 kWh 

液化石油ガス（LPG） kg 

※㎥からkgへ換算する場合の換算係数

は【1,000/458(kg/㎥)＝2.18】とする 
 

灯油 ℓ 

ガソリン ℓ 

軽油 ℓ 

Ａ重油 ℓ 

 

【排出係数】 

活動量から温室効果ガス＊排出量に換算するための係数であり、温対法施行令第３条により

活動の区分ごとに規定された係数を用います。 

電気の使用に伴う二酸化炭素排出係数（以下「電気の二酸化炭素排出係数」という。）につ

いては、環境省が毎年公表する電気事業者別排出係数を用い、再生可能エネルギー＊由来の電

力調達等の取組が反映できるよう、基礎排出係数＊と調整後排出係数＊の両方を用います。 

また、本計画において定める温室効果ガス排出量の削減目標の達成は、調整後排出係数を

用いて算定した排出量を用いて評価することができるものとします。 
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表２ 排出係数一覧 

項 目 排出係数 

燃料の使用に伴う排出 

 液化石油ガス（LPG） 3.00 kg-CO2/kg 

 灯油 2.49 kg-CO2/ℓ 

 ガソリン 2.32 kg-CO2/ℓ 

 軽油 2.58 kg-CO2/ℓ 

 Ａ重油 2.71 kg-CO2/ℓ 

電気の使用に伴う排出 

 平成25年度 
関西電力㈱ 

基礎排出係数＊ 0.514 kg-CO2/kWh 

 【基準年度】 調整後排出係数＊ 0.475 kg-CO2/kWh 

 
令和４年度 関西電力㈱ 

基礎排出係数 0.299 kg-CO2/kWh 

 調整後排出係数 0.311 kg-CO2/kWh 

 

【地球温暖化係数】 

温室効果ガス＊の種類ごとの排出量をCO2相当量に換算するための係数であり、温対法施行

令第４条により規定されています。本市ではCO2を対象としていますので、地球温暖化係数は

１となります。 
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第３章 温室効果ガス排出状況 

１ 温室効果ガス排出量 

本市の2022（令和４）年度における温室効果ガス＊の排出量は10,573t-CO2で、基準年度であ

る2013（平成25）年度の排出量16,155t-CO2と比較して、34.6％削減しています。 

削減の要因として電気や化石燃料の使用量削減もありますが、主な要因は国全体の電気の二

酸化炭素排出係数の低減によるものです。 

表３ 温室効果ガス排出量 

項 目 

平成25年度【基準年度】 令和４年度【直近年度】 基準年度比 

増減率 年間排出量 構成比 年間排出量 構成比 

（t-CO2） （％） （t-CO2） （％） （％） 

燃料の使用に伴う排出 

 液化石油ガス（LPG） 576 3.6 508 4.8 △11.9 

 灯油 892 5.5 694 6.6 △22.2 

 ガソリン 525 3.2 415 3.9 △20.9 

 軽油 221 1.4 205 1.9 △7.3 

 Ａ重油 751 4.6 787 7.4 4.8 

電気の使用に伴う排出 

 関西電力㈱ 13,190 81.6 7,964 75.3 △39.6 

合 計 16,155 100 10,573 100 △34.6 

※年間排出量は、活動量に各項目の排出係数を乗じて算出しています。 

※電気の二酸化炭素排出係数は、電気事業者別の基礎排出係数＊を使用しています。 

※端数処理のため合計が合わない場合があります。 

 

図２ 温室効果ガス排出量  
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２ 電気の二酸化炭素排出係数別の排出状況 

市では、2021（令和３）年７月から２施設（本庁舎・別館、紀南文化会館）において、再生可

能エネルギー＊100％の電気の調達を開始しています。再生可能エネルギー100％の電気は二酸化

炭素排出係数がゼロとなるため、調整後排出係数＊で換算した場合、2022（令和４）年度におけ

る温室効果ガス＊の排出量は10,518t-CO2となります。 

 

 

図３ 電気の二酸化炭素排出係数別排出状況 
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３ 施設別の排出状況 

施設別の内訳をみると、動力設備を多く使用する供給処理施設が最も多く33.6％、次いでスポ

ーツ・レクリエーション系施設が14.5％、学校教育系施設が13.3％となっています。 

 

表４ 施設別排出状況 

施設類型 主な施設 
年間排出量 構成比 

（t-CO2） （％） 

行政系施設 庁舎・行政局、消防本部庁舎 等 690 6.5 

供給処理施設 ごみ処理場、上水道施設、排水処理施設 等 3,553 33.6 

学校教育系施設 小中学校、学校給食センター 等 1,405 13.3 

社会教育系施設 南方熊楠顕彰館、田辺市立美術館、公民館 等 352 3.3 

市民文化系施設 紀南文化会館、文化交流センターたなべる 305 2.9 

保健・福祉施設 龍神保険センター、本宮保健福祉センター 等 921 8.7 

医療施設 診療所 35 0.3 

子育て支援施設 保育所、幼稚園、児童館 等 198 1.9 

スポーツ・レクリエ

ーション系施設 

スポーツ施設、観光施設、保養施設（季楽里龍

神、龍神温泉元湯 等）  
1,536 14.5 

産業系施設 紀州備長炭記念公園 等 217 2.1 

公園 新庄総合公園 等 58 0.5 

その他施設 斎場、市営墓地、公衆便所  等 297 2.8 

施設以外でエネルギ

ーを消費する設備等 
公用車、道路灯、公園灯 等 1,007 9.5 

合 計 10,573 100 

※電気の二酸化炭素排出係数は、毎年告示される電気事業者別の基礎排出係数＊を使用してい

ます。 

※端数処理のため合計が合わない場合があります。 
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第４章 再生可能エネルギーの導入目標及び温室効果ガ
ス排出量の削減目標 

１ 再生可能エネルギー導入及び温室効果ガス排出量削減のための取組の現状 

（１）再生可能エネルギー導入のための取組 

市ではPPA方式※による再生可能エネルギー＊の導入を進めており、避難所では蓄電池＊設備の導

入も進めています。2023（令和５）年度から2024（令和６）年度にかけて23施設で太陽光発電設

備の導入を予定し、現在建設中の新庁舎においても、太陽光発電設備の導入が決まっています。 

※「コラム：オンサイトPPA・オフサイトPPA」（p.20）参照 

 

表５ 市有施設への再生可能エネルギー設備等の導入状況 

再エネ導入施設 種 別 導入量 導入年度 

龍神市民センター 太陽光（自家消費） ５kW 2001（平成13）年度 

稲成小学校 太陽光（自家消費) 10kW 

2010（平成22）年度 

中辺路小学校 太陽光（自家消費） 10kW 

龍神中学校 太陽光（自家消費） 10kW 

大塔中学校 太陽光（自家消費） 10kW 

本宮中学校 太陽光（自家消費） 10kW 

文化交流センターたなべる 太陽光（自家消費） ５kW 2011（平成23）年度 

田辺第二小学校 太陽光（自家消費） 10kW 2013（平成25）年度 

会津小学校 太陽光（自家消費） 10kW 

2015（平成27）年度 

田辺スポーツパーク 太陽光（自家消費） 20kW 

新庄中学校 

太陽光（自家消費） 

蓄電池 

10kW 

15kWh 

ひがしコミュニティセンター 

田辺第三小学校 

芳養小学校 

新庄小学校 太陽光（自家消費） 10kW 2016（平成28）年度 

大坊小学校 太陽光（自家消費） ５kW 
2018（平成30）年度 

三里小学校 太陽光（自家消費） 10kW 

田辺市斎場 太陽光（自家消費） 10kW 2020（令和２）年度 

本庁舎・別館 

紀南文化会館 

再エネ由来電力 

の調達 

1,205MWh/年 

2022（令和４） 

年度実績 

2021（令和３）年７月 

～ 

2024（令和６）年６月 

市有施設（23施設） 
太陽光（PPA方式） 

蓄電池 

917.4kW 

377.2kWh 

2023（令和５）年度 

～ 

2024（令和６）年度 

新庁舎 
太陽光（自家消費） 

蓄電池 

20kW 

16.8kWh 
2024（令和６）年度 
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コラム 市有施設への再生可能エネルギー＊設備等の導入 

市では、防災拠点施設を中心に、太陽光発電設備や蓄電池＊設備等の導入を進めています。太

陽光発電設備に加え、蓄電池設備を導入することで、排出量削減に取り組むとともに、災害時

でも安定的な電力供給が可能となります。 

 

 

 

  

田辺第三小学校（太陽光発電設備） ひがしコミュニティセンター（蓄電池設備） 

城山台学校給食センター（PPA方式） 田辺スポーツパーク体育館（PPA方式） 
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２ 再生可能エネルギー導入目標及び温室効果ガス排出量削減目標 

（１）再生可能エネルギー導入目標 

政府実行計画では、太陽光発電設備について、設置可能な政府保有の建築物（敷地含む）の約

50％以上に太陽光発電設備を設置することを目指すとされており、最大限の導入が求められてい

ます。 

このため、新築、改築又は増築する施設において、再生可能エネルギー＊設備の設置を進めてい

く必要があります。 

市では、2023（令和５）年度から2024（令和６）年度にかけて、PPA方式による太陽光発電設備

の設置を進めており、さらに、今後も同様の手法等により、市有施設において、2030（令和12）年

度までに0.5MWの太陽光発電設備の設置を目指します。 

 

コラム 再エネ電気の調達 

小売り電気事業者が提供する再エネ電気プランを選ぶことで、再生可能エネルギー由来の電

気に切り替えられます。 

多くの小売り電気事業者が太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを電源とした

プランを用意しています。再生可能エネルギー割合が100％のプランであれば、CO2排出量実質

ゼロの電気になります。なお、再エネプランには100％以外にも様々な割合のものがあります。 

 

出典）環境省 再エネスタートウェブサイト（https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/） 

  

本計画の再生可能エネルギー導入目標 

【計画目標／2028（令和 10）年度】 4,779 MWh 導入 

（内訳）太陽光発電設備導入 1,225MWh【設備容量：1,295kW】 

再エネ電気の調達 3,554MWh 

【中期目標／2030（令和 12）年度】 6,442 MWh 導入 

（内訳）太陽光発電設備導入 1,359MWh【設備容量：1,437kW】 

再エネ電気の調達 5,083MWh 
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（２）温室効果ガス排出量削減目標 

国の地球温暖化対策計画において、地方公共団体実行計画（事務事業編）に関する取組は、政

府実行計画に準じて取り組むことが求められていることから、本計画では、政府実行計画で目標

として掲げられている「2013（平成25）年度を基準として、政府の事務及び事業に伴い直接的及

び間接的に排出される温室効果ガス＊の総排出量を2030（令和12）年度までに50％削減すること」

を踏まえ、中期目標を「2030（令和12）年度における温室効果ガス排出量を2013（平成25）年度比

で50％削減」とし、「2028（令和10）年度における温室効果ガス排出量を2013（平成25）年度比で

46％削減」を目標とします。さらに、長期的な目標として、「2050（令和32）年までに温室効果ガ

ス排出量実質ゼロ」を目指します。 

 

 

表６ 温室効果ガス排出量の削減目標 

（単位：t-CO2） 

項 目 
【基準年度】 
2013（平成25） 

年度 

【直近年度】 
2022（令和４） 

年度 

【計画目標】 
2028（令和10） 

年度 
（対基準年度） 

【中期目標】 
2030（令和12） 

年度 
（対基準年度） 

温室効果ガス排出量 
（基礎排出係数＊） 

16,155 10,573 
8,701 

（△46％） 
8,077 

（△50％） 

 

 

本計画の温室効果ガスの削減目標 

【計画目標／2028（令和 10）年度】2013（平成 25）年度比 46％ 削減 

【中期目標／2030（令和 12）年度】2013（平成 25）年度比 50％ 削減 

【長期目標／2050（令和 32）年度】温室効果ガス排出量 実質ゼロ 
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第５章 温室効果ガス排出量の削減に向けた取組 

１ 取組方針 

本計画の目標を達成するため、以下の方針に基づいてハード面・ソフト面の両面から温室効

果ガス＊排出量の削減に向けた取組を推進します。 

取組の推進にあたっては、新しい技術の活用、民間事業者との連携を図るなど、費用対効果

を見極めながら推進します。 

 

◆再生可能エネルギー＊の導入促進 

再生可能エネルギーは温室効果ガ

スを排出しない持続可能なエネルギ

ー源であり、積極的な活用を図ってい

くことが必要です。また、環境負荷の

低減だけでなく、エネルギーの分散確

保、地域経済の活性化などを図る上で

重要となっています。 

政府実行計画では、太陽光発電の最

大限の導入を図るため、2030（令和12）年度には設置可能な建築物（敷地を含む）の約50％以

上に太陽光発電設備を設置することを目指すとしています。 

市では、新庁舎に太陽光発電設備を設置するとともに、他施設へも導入を推進していきます。 

 

◆公共施設の脱炭素化の推進 

省エネルギー性能の高い設備・機

器の導入、建築物の高断熱化など、建

物のエネルギー消費効率を向上させ

ることは、温室効果ガス排出量の削

減に大きな効果を発揮します。市で

は、照明設備のLED化を進めていくと

ともに、公共施設を中心としたZEB＊

化にも取り組んでいきます。 

 

◆公用車の脱炭素化の推進 

電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）等は、運輸部門を脱炭素化するとともに、災害時

等の停電時には非常用電源としても活用できることから、レジリエンスの向上を図るうえで重

要です。 

市では、電動車＊の導入やエコドライブ＊の推進、公用車の適正管理に取り組み、公用車の脱

炭素化を図ります。 

出典）環境省 再エネスタートウェブサイト 

（https://ondankataisaku.env.go.jp/re-start/） 

出典）環境省 ZEB PORTAL（ゼブ・ポータル） 

（https://www.env.go.jp/earth/zeb/index.html） 
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◆市職員の脱炭素行動の推進 

地球温暖化は日常生活や事業活動に起因するものであり、脱炭素型ライフスタイルの実践を

進めることが重要です。 

環境に配慮した設備の使用を市職員全体で取り組むとともに、庁舎等の使用電力や環境に配

慮した製品の使用拡大など、環境に配慮した調達を推進し、環境への負荷の低減を図ります。 

また、ICT＊技術等を活用して効率的な行政運営を行うとともに、市民サービスのDX＊化を進め

ることにより、市民生活における利便性向上を図ります。 

 

表７ 温室効果ガス削減目標（2028（令和10）年度） 

取  組 
削減量 

（t-CO2） 
基準年度比 

（％） 

① 2013（平成25）年度～2022（令和４）年度までの削減量 △5,582 △34.6％ 

② 
再生可能エネルギー＊の導入 
（太陽光発電設備・再生可能エネルギー電力等の調達 等） 

△1,429 △8.8％ 

③ 公共施設の脱炭素化の推進（ZEB＊化・LED化 等） △264 △1.6％ 

④ 公用車の脱炭素化（電動車＊の導入 等） △68 △0.4％ 

⑤ 市職員の脱炭素行動（省エネルギー行動 等） △110 △0.7％ 

合  計 △7,454 △46.1％ 

※端数処理のため合計が合わない場合があります。 

 

コラム デコ活 

環境省が進める「脱炭

素につながる新しい豊

かな暮らしを創る国民

運動」のことで、二酸化

炭素を減らす「脱炭素

（ Decarbonization ）」

と、環境に良い「エコ

（Eco）」と活動・生活を

組み合わせた造語のこ

とです。 

 

 

出典）環境省 デコ活（https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/） 
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２ 具体的な取組 

（１）再生可能エネルギー＊導入の促進 

① 太陽光発電設備の導入 

・今後、新築・大規模改修を予定している施設については、工事に併せて導入します。 

・当面、大規模改修の予定が無い施設については、構造等を考慮し、設置可能な施設で導入

します。導入にあたっては、初期投資を必要としないPPA方式（オンサイトPPA）を活用す

るなどして、自家消費を進めるとともに、経費の平準化による導入を検討します。 

・市有地・遊休施設についても、PPA方式（オフサイトPPA）等を活用し、積極的に導入を検討

します。 

 

コラム オンサイトPPA・オフサイトPPA 

 

公共施設の屋根や公有地にPPA事業者が太陽光発電

設備を設置し、自治体は使用量に応じた電気料金を支

払って、発電した電力を一般の電力系統を介さず直接

使用するもの。 

電力購入契約を締結することからPPA(Power Purchase Agreement)と呼ばれます。 

《メリット》 

初期費用、メンテナンス費用等は電気代として支払うため、予算措置が不要。 

送電コスト等が不要のためオフサイトPPAに比べて低額になる可能性がある。 

《デメリット》 

事業者が採算性を確保するため、使用電力量や設置面積に一定の条件が求められる。 

 

 

公共施設の屋根や公有地に事業者が太陽光発電設備

を一般の電力系統※１などを介して、他の公共施設に送

電※２します。自治体は使用量に応じた電気料金を支払

い、送電先の施設で電力を使用します。 

《メリット》 

諸費用、メンテナンス費用等は電気代として支払うため、予算措置が不要。 

電力消費量の少ない施設や遊休地に太陽光発電設備導入ができる。 

《デメリット》 

送電コスト等がかかるためオンサイトPPAと比べると高額になる可能性がある。 

 

※１ 電力を供給するための、発電・変電・送電・配電を統合した電力システムのこと 

※２ 送電方法としては、自営線の敷設、小売り電気事業者経由、自己託送等がある 

 

出典）環境省「PPA等の第三者所有による太陽光発電設備導入の手引き」 

オフサイト PPA 

オンサイト PPA 
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② 蓄電池設備の導入 

・平常時における電力のピークカットや停電時におけるレジリエンスの向上を図るため、太

陽光発電設備を導入する際には蓄電池＊の設置を検討します。 

 

③ 再生可能エネルギー＊電力等の調達の推進 

・二酸化炭素排出係数の小さい電力への切り替えを進めます。 

・軽油や灯油等を使用する設備は、電化もしくは温室効果ガス＊排出量が少ない燃料への転換

を検討します。 

 

（２）公共施設の脱炭素化の推進 

① 公共施設の脱炭素化の推進 

・今後、新築を予定している施設については、国土交通省が定めた「官庁施設の環境保全性

基準（令和４年改定）」に準じて、原則、ZEB Oriented相当以上とします。 

・大規模改修時には、省エネ設計や断熱性能の向上を図るとともに、高効率な省エネルギー

機器や再生可能エネルギー設備の導入により、建築物のZEB＊化を目指します。また、ZEB化

が難しい施設についても、可能な限り省エネ性能を高めます。 

 

コラム 新庁舎の環境配慮計画 

設計全体の基本方針 

人と地域を大切にする 未来に“つなぐ”みんなの庁舎 

（計画コンセプト） 

①“命をつなぐ”災害に強い庁舎 

②“心をつなぐ”みんなに優しい庁舎 

③“人をつなぎ”交流を生むみんなの庁舎 

④“信頼をつなぐ”プライバシーとセキュリティを守る庁舎 

⑤“明日につなぐ”歴史・文化を大切にする柔軟性がある庁舎 

 

環境配慮計画 

田辺市の気候風土を踏
まえ、パッシブ手法を基
本とし、それをアクティ
ブ手法によって補完す
る、パッシブファースト
の考えで、環境にやさし
い庁舎とする。 

 

 

 

出典）田辺市「新庁舎基本設計

説明書」 
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コラム ZEB 

Net Zero Energy Building

（ネット・ゼロ・エネルギー・

ビル）の略称で、「ゼブ」と呼

びます。快適な室内環境を実

現しながら、建物で消費する

年間の一次エネルギーの収支

をゼロにすることを目指した

建物のことです。 

建物の中では人が活動して

いるため、エネルギー消費量

を完全にゼロにすることはで

きませんが、省エネによって

使うエネルギーをへらし、創

エネによって使う分のエネル

ギーをつくることで、エネル

ギー消費量を正味（ネット）で

ゼロにすることができます。 

建物のエネルギー消費量を

ゼロにするには、大幅な省エ

ネルギーと、大量の創エネル

ギーが必要です。そこで、ゼロ

エネルギーの達成状況に応じ

て、４段階のZEB＊シリーズが

定義されています。 

 

 

 

出典）環境省ZEB PORTAL（https://www.env.go.jp/earth/zeb/index.html） 
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② 省エネルギー型機器の導入 

・照明設備のLED化を推進します。LED化にあたっては、調光システムや人感センサーの導入

を検討します。 

・空調及び給湯設備の新設又は更新時には、高効率な省エネルギー型機器を導入します。 

・導入にあたっては、初期投資を必要としないリース事業やESCO事業を活用するなどして、

経費の平準化による導入を検討します。 

 

コラム リース事業・ESCO事業 

リース事業は、ユーザーが希望した設備等をリース会社が購入し、貸借する事業です。 

リースでは半年から10年程度といった中長期で設備等を借りることができます。 

リース契約では、設備の導入時に多額の初期費用が必要なく、月々のリース料で設備導入

ができるため、費用の平準化が可能です。 

ESCO事業は、「Energy Service 

Company」事業の略称であり、ビル

や工場の省エネルギー改修に係る

費用を光熱費の削減分で賄う事業

です。ESCO事業者は、省エネルギー

診断、設計・施工、運転・維持管理、

資金調達などに係るすべてのサー

ビスを提供します。また、省エネル

ギー効果の保証を含む契約形態（パ

フォーマンス契約）をとることによ

り、顧客の利益は保証されます。 

また、パフォーマンス契約には、

顧客が改修工事の事業資金を調達

するギャランティード・セイビング

ス契約とESCO事業者が改修工事の

事業資金を調達するシェアード・セ

イビングス契約の２種類がありま

す。なお、ギャランティードもシェ

アードも設備をリースした場合は、

省エネルギー効果を原資として設

備のリース代金を支払います。 

リース自体はESCO事業でも活用

されていますが、一般的なリース契

約とESCO事業との違いは、省エネルギー効果の保証の有無です。ESCO事業では省エネルギー

効果を契約前に保証され、損失はESCO事業者が請け負います。 

出典）一般社団法人ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会 ホームページ（https://www.jaesco.or.jp/） 
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③ 運用改善による省エネの推進 

・エネルギーの見える化やエコチューニング等による運用改善に取り組み、エネルギー消費

量の削減を図ります。 

 

コラム 省エネ診断 

省エネの専門家が、工場・事務所・店舗・病院・福祉施設・学校・宿泊施設などを訪問し

て、エネルギーの無駄遣いや省エネにつながるヒントを見つけます。そして、コスト削減

にもつながるような設備の運用改善や、コスト削減効果が高い高効率な設備への更新、お

よび設備更新に活用できる補助金などについて、各事業所に合わせて提案します。 

省エネ診断を受診し省エネの専門家からアドバイスを受けることで、現状の課題等を把

握し、さらに明確な対策が見えてきます。 

 

出典）一般社団法人環境共創イニシアチブ ホームページ（https://shoeneshindan.jp/） 

 

コラム エコチューニング 

「エコチューニング」とは、国が目指す脱炭素社会の実現に向け、建物のエ

ネルギー分野で貢献を目指す環境省の事業です。 

地球温暖化対策の推進に関する法律＊に基づいて閣議決定された「地球温暖

化対策計画」のなかで「徹底的なエネルギー管理の実施」として明記されてい

る施策であり、業務用等の建築物から排出される温室効果ガス＊を削減するた

め、建築物の快適性や生産性を確保しつつ、設備機器・システムの適切な運用改善等を行

うことをいいます。また、その運用改善とは、エネルギーの使用状況等を詳細に分析し、

軽微な投資で可能となる削減対策も含め、設備機器・システムを適切に運用することを指

します。 

「エコチューニング®」は環境省の造語であり、その普及促進及び認知度向上等のため商

標登録を行っています（文字及びロゴマーク）。 

 

出典）エコチューニング推進センター ホームページ（https://eco-tuning.j-bma.or.jp/） 

 

④ 資材の環境配慮 

・再生された又は再生利用可能な建設資材の利用に努めます。 

・公共建築物の木造化、内装等の木質化を図ります。 
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（３）公用車の脱炭素化の推進 

① 電動車＊の導入 

・今後、救急車・消防車等の特殊車両を除く公用車を新規購入・更新する際は、原則、ゼロエ

ミッション車＊（電気自動車（EV）・燃料電池自動車（FCV）・プラグインハイブリッド自動

車（PHEV））とします。 

・代替可能なゼロエミッション車が無い場合は、ハイブリッド自動車（HV）とします。 

・電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の導入にあわせて充電設備を導入するなど

必要なインフラの整備を進めます。 

・電気自動車の導入にあわせて、ソーラーカーポートの設置など、再生可能エネルギー＊を活

用したゼロカーボン・ドライブ＊の実現に向けて検討します。 

 

コラム 電動車 

電動車は、バッテリーに蓄えた電気エネルギーを動力の全て又は一部として走行する自

動車を指し、「電気自動車（EV）」「燃料電池自動車（FCV）」「プラグインハイブリッド自動

車（PHEV）」「ハイブリッド自動車（HEV）」の４種を電動車といいます。 

多くの電動車は、外部供給機能を備えており、災害時に「移動式電源」として活用する

ことができ、避難所等に給電することができるため、レジリエンスの向上にもつながりま

す。 

電動車の種類と概要 

種  類 概  要 

電気自動車（EV） 
外部電源から車載のバッテリーに充電した電気を用いて、電
動モータを動力源として走行する自動車。ガソリンを使用し
ないため、走行時のCO2排出量はゼロ。 

燃料電池自動車（FCV） 

水素と空気中の酸素を化学反応させて電気を作る「燃料電池」
を搭載し、そこで作られた電気を動力源としてモータで走行
する自動車。水素を燃料としているため走行中に排出される
のは水のみでCO2の排出はゼロ。 

プラグインハイブリッド 
自動車（PHEV） 

電気自動車とハイブリッド自動車の長所を合わせた自動車。
充電することもでき、その電気を使い切っても、そのままハイ
ブリッド自動車として走行することが可能。 

ハイブリッド自動車（HV） 
ガソリンエンジンに加えてモータ・バッテリーを搭載し、走行
状況に応じてエンジン・モータの２つの動力源を最適にコン
トロールすることで、燃費を向上させた自動車。 

出典）環境省「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（本編）」 

 

 

 

 

 

 

 

電気自動車と急速充電器 
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コラム ソーラーカーポート 

「ソーラーカーポート」とは、カーポートの屋根として太陽光パネルを用いるもの（太

陽光発電一体型カーポート）、あるいは、カーポートの屋根上に太陽光発電パネルを設置す

るもの（太陽光発電搭載型カーポート）を指します。 

カーポートを設置することで、駐車場の駐車スペースを確保したまま、駐車場の上部空

間を利用した太陽光発電を実現できます。 

 
出典）環境省「ソーラーカーポートの導入について」 

 

コラム レジリエンスの向上 

レジリエンスとは、災害分野や環境分野で想定外の事態に対し社会や組織が機能を速や

かに回復する強靭さを意味する用語として使われるようになった概念です。 

東日本大震災以降、電力の安定供給に対する懸念から節電への取組が定着し、災害時対

応力を高める観点から分散型エネルギーシステムに対する関心が深まり、脱炭素化やエネ

ルギーの自立化に向けた再生可能エネルギー＊への期待が高まってきています。自然災害等

の激甚化により大規模停電が発生したことを踏まえ、地域に賦存するエネルギー資源を有

効に活用し、自立・分散型のエネ

ルギーシステムを構築すること

は、生活に必要なライフラインの

維持による地域レジリエンスの

向上に資するとともに、エネルギ

ーの地産地消は地域経済の活性

化にもつながります。 

 

出典）環境省「地域レジリエンス・

脱炭素化を同時実現する公共

施設への自立・分散型エネル

ギー設備導入推進事業」 
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（４）市職員の脱炭素行動の推進 

① 脱炭素を目指す職員像 

・職員に対する研修会などを開催し、意識の醸成を図ります。 

・脱炭素に関する最新技術や知見、補助制度等を庁内で共有します。 

・職員一人ひとりが「脱炭素の視点」を持ち、オール田辺で目標達成に取り組みます。 

 

② 省エネルギー行動の推進 

・不要な照明の消灯、適正な空調温度の設定（冷房は28℃、暖房は20℃を目安）、OA機器の省

エネルギーモードの活用などの省エネ行動を率先して実施します。 

・節水等、日常業務における環境配慮を推進します。 

・公用車のエコドライブ＊を推進します。 

・徒歩、自転車、公共交通機関を利用した移動を推進します。 

・「田辺市グリーン購入基本方針」に基づき、環境に配慮した物品等の調達を推進します。 

・「田辺市DX＊基本方針」に基づきDX化を進め、より効率的な業務を行うことで、環境負荷低

減を図ります。 

・職員一人ひとりが照明・空調・給湯・OA機器などの設備・機器を効率的に利用し、設備機器

の運用改善を推進します。 

 

③ 「3R＋Renewable」の推進 

・「プラスチック資源循環促進法」の基本原則である「3R＋Renewable」に基づき、庁舎から

排出される廃棄物の徹底した分別・リサイクルを推進します。 

 

コラム 3R＋Renewable 

「3R」は、ごみを限りなく減らして、そのことでごみの焼却や埋立処理による環境への

負担をできるだけ少なくし、さらに、限り

ある地球の資源の使用を減らすために、資

源を有効的に繰り返し使う社会（これを

「循環型社会」と言います）を実現するた

めの、重要なキーワードです。 

また、「3R+Renewable(リニューアブル)」という考え方も、近年重要になっています。

「Renewable」とは、「再生可能な資源に替える取り組み」です。 例えば、プラスチック製

のレジ袋を「バイオマスプラスチック」製に替えることが「リニューアブル」のひとつで

す。 

原料が植物などの再生可能な資源であり、焼却処分したとしても、バイオマスのもつカ

ーボンニュートラル＊性から、排出されるCO2は植物が吸収した量と同じであると考えられ

ます。 

出典）環境省 Re-Style ウェブサイト（https://www.re-style.env.go.jp/restyle/） 
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コラム オフィスでできる節電アクション 

 

出典）環境省 みんなで節電アクション!（https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/setsuden/） 
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第６章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

本計画を効果的に推進するため、必要な役割や責任を定め、職員に周知します。計画の進捗管

理や点検、推進していくうえでの課題の抽出、課題への対応などを行います。 

 

 

 

 

図４ 計画の推進体制イメージ 

  

市 長 

実行計画推進委員会 

（副市長、教育長、部長級職員） 

実行計画推進管理者 

（環境部長） 

実行計画推進員 

（係長級職員） 

各 職 員 

指示 報告 

計画推進 結果報告 

進行管理 報告 

実行計画推進責任者 

（課長級職員） 

助言・指導 報告 

助言・指導 報告 

事 務 局（環境課） 
指 示 

目標素案・修正案 

指示事項伝達 
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（１）温室効果ガス排出抑制等田辺市実行計画推進委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 田辺市における温室効果ガス＊排出抑制等（以下「脱炭素」という。）に係る施策

を総合的かつ計画的に推進するため、温室効果ガス排出抑制等田辺市実行計画（以下「実

行計画」という。）に基づき、実行計画推進委員会（以下「推進委員会」という。）を設置

する。 

   

（所掌事務） 

第２条 推進委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

⑴ 実行計画の推進に関すること。 

⑵ 脱炭素に係る施策の総合調整に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、脱炭素の推進に必要な事項に関すること。 

   

（組織） 

第３条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、環境部担当副市長をもって充て、副委員長は、他の副市長及び教育長を

もって充てる。 

３ 委員は、部長の職及びこれに相当する職にある者をもって充てる。 

   

（推進委員会） 

第４条 推進委員会の会議（以下この条において「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、推進委員会を総括し、会議の議長を務める。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定

める順序により、その職務を代理する。 

４ 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて意見を聴くことが

できる。 

 

（実行計画推進管理者）  

第５条 所掌事務を全庁的に推進するため、実行計画推進管理者（以下「推進管理者」と

いう。）を置く。 

２ 推進管理者は、環境部長をもって充てる。 

 

（実行計画推進責任者）  

第６条 所掌事務を全庁的に推進するため、各課に実行計画推進責任者（以下「推進責任

者」という。）を置く。 

２ 推進責任者は、課長の職及びこれに相当する職にある者をもって充てる。 
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（実行計画推進員）  

第７条 各課に実行計画推進員（以下「推進員」という。）を置く。 

２ 推進員は、係長の職及びこれに相当する職にある者をもって充てる。 

 

（専門部会） 

第８条 推進委員会に専門部会を置く。 

２ 専門部会は、部会長及び部会員をもって組織し、脱炭素に関する取組事項の検討及

び内容の精査等を行う。 

３ 部会長は、環境部環境課長をもって充てる。 

４ 部会員は、必要に応じて部会長が指名する。 

５ 部会長が必要と認めるときは、前項に規定する者以外の職員を部会員に加えること

ができる。 

６ 部会長が必要と認めるときは、会議に部会員以外の者を出席させて意見を聴くこと

ができる。 

   

（庶務） 

第９条 推進委員会及び専門部会の庶務は、環境部環境課環境企画係において処理する。 

   

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年８月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年10月１日から施行する。 
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（２）計画の点検・評価・見直し 

本計画は、Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Act（改善）の４段階を繰り返すことに

よって点検・評価・見直しを行います。また、毎年の取組に対するPDCAを繰り返すとともに、計

画の見直しに向けたPDCAを推進します。 

 

 

 

図５ 毎年のPDCAイメージ 

 

 

（３）結果の公表 

実行計画の推進状況、点検評価結果及び直近年度の温室効果ガス＊排出量については、全職員

に周知するとともに、年度ごとに市のホームページ等により公表します。 

 

  

計画（Plan） 

 ・取組方針・目標の決定 

 ・各課・施設に実行指示 

評価（Check） 

 ・「温室効果ガス総排出量」算定 

 ・活動実績等の報告・評価 

改善（Act） 

 ・結果の公表 

 ・次年度の取組方針見直し 

実効（Do） 

 ・各課・各施設での取組推進 

 ・研修等の実施 
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用語集

あ行 

【温室効果ガス】 

地表から放出される赤外線を吸収して、地

球の気温を上昇させる気体のこと。地球温暖

化対策の推進に関する法律では、二酸化炭素、

メタン、一酸化二窒素、パーフルオロカーボ

ン、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の７種類を

規定している。 

 

【エコドライブ】 

ゆるやかな発進や一定速度での走行等、車

の燃料消費量や二酸化炭素排出量を減らす

ための環境に配慮した運転技術や心がけの

こと。 

 

か行 

【カーボンニュートラル】 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡さ

せること。カーボンニュートラルの達成のた

めには、温室効果ガスの排出量の削減並びに

吸収作用の保全及び強化をする必要がある。 

 

【環境ラベル】 

製品やサービスの環境側面について、製品

や包装ラベル、製品説明書、技術報告、広告、

広報などに書かれた文言、シンボル又は図

形・図表を通じて購入者に伝えるもの。 

 

【気候変動に関する政府間パネル（IPCC）】 

IPCC （ Intergovernmental Panel on 

Climate Change）は、1988（昭和63）年にWHO

（世界気象機関）とUNEP（国連環境計画）の

もとに設立された政府間機関。気候変化に関

する最新の科学的知見（出版された文献等）

についてとりまとめた報告書を作成し、各国

政府の地球温暖化防止政策に科学的な基礎

を与えることを目的としている。 

 

【基礎排出係数】 

販売電力量の発電に伴い、燃料の燃焼に伴

って排出された二酸化炭素の量を販売電力

量で除した係数。 

 

さ行 

【再生可能エネルギー】 

自然界に存在する永続的に利用できるエ

ネルギー源のことであり、温室効果ガスを排

出しないという特徴がある。具体的には、太

陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・バイオマ

スなどを指す。 

 

【持続可能な開発目標（SDGs）】 

SDGs（Sustainable Development Goal）は、

国連サミットで採択された「持続可能な開発

のための2030アジェンダ」に記載された国際

目標。開発途上国の開発に関する課題にとど

まらず、世界全体の経済、社会及び環境の三

側面を、不可分のものとして調和させる統合

的取り組みとして作成され、持続可能な世界

を実現するための17の目標・169のターゲッ

トから構成され、地球上の誰一人として取り

残さない（leave no one behind）ことを誓

っている。 

 

【重点対策加速化事業】 

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金のうち

地域のニーズ・創意工夫を踏まえて、全国

津々浦々で取り組むことが望ましい「重点対

策」を複合的に組み合わせた複数年にわたる

意欲的な計画を加速的に実施する取組に対

する支援。 
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【ゼロエミッション車】 

走行時に二酸化炭素等の排出ガスを出さ

ない自動車のこと。電気自動車（EV）や燃料

電池自動車（FCV）、プラグインハイブリッド

自動車（PHV）などが該当する。（PHVはEVモ

ード走行時） 

 

【ゼロカーボン・ドライブ】 

太陽光や風力などの再生可能エネルギー

を使って発電した電力（再エネ電力）と電気

自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動

車（PHEV）、燃料電池自動車（FCV）を活用し

た、走行時のCO2排出量がゼロのドライブを

いう。 

 

た行 

【蓄電池】 

二次電池ともよばれ、繰り返し充電して使

用できる電池のことであり、近年は再生可能

エネルギー設備と併用し、発電した電力を溜

める家庭用蓄電池等が普及している。 

 

【地球温暖化対策の推進に関する法律】 

1998（平成10）年、国連気候変動枠組条約

第３回締約国会議での京都議定書の採択な

どを背景に、地球温暖化への対策を国・自治

体・事業者・国民が一体となって取り組める

ようにするため制定された法律。これまで、

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の

制定など、合計７回改正され、2021（令和３）

年度の改正では「2050年までのカーボンニュ

ートラルの実現」が法律に明記された。 

 

【調整後排出係数】 

基礎排出係数に、温室効果ガスの発生削減

等を実施した実績等を反映させた排出係数。

具体的には、固定買取制度によって買い取ら

れた電力の排出量の調整や、京都メカニズム、

J-クレジット制度やグリーンエネルギーCO2

削減相当量認証制度等の国内認証排出削減

量として無効化された排出量が反映されて

いる。 

 

【電動車】 

電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッ

ド自動車及びプラグインハイブリッド自動

車の4種の自動車を指し、バッテリーに蓄え

た電気を動力のすべて又は一部として使用

し走行する自動車をいう。 

 

は行 

【パリ協定】 

2015（平成27）年に、フランス・パリにお

いて開催された国連気候変動枠組条約第21

回締約国会議にて採択された、2020（令和２）

年以降の気候変動問題に関する国際的な枠

組であり、1997（平成９）年に定められた「京

都議定書」の後継にあたる。途上国を含む全

ての参加国に、排出削減の努力を求めている

点が「京都議定書」と大きく異なる。 

 

数字・アルファベット 

【DX】 

Digital Transformation（デジタルトラン

スフォーメーション）の略称。「進化したデ

ジタル技術を浸透させることで人々の生活

をより良いものへと変革する」ことを意味す

る。 

「田辺市DX基本方針」は、「目指すべき将

来像（ビジョン）」と「重点施策（プロジェ

クト）」で構成されるとともに、継続的なDX

推進の指針となる「自治体の使命（ミッショ

ン）」と「職員の共通の価値観（バリュー）」

も設定している。 

 

【ICT】 

Information and Communication  

Technology（情報通信技術）の略称。ＩＴ
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（Information Technology（情報技術））に

「Communication」を加え、ネットワーク通

信による情報・知識の共有が念頭に置かれた

表現。国際的にはＩＴよりも一般的。 

 

【SSP】 

将来の社会経済の発展の傾向を仮定した

シナリオで、共有社会経済経路（Shaerd 

Socioeconomic Pathways）と呼ばれている。

持続可能な発展の下で気温上昇を1.5℃以下

及び２℃未満に抑えるシナリオ、中道的な発

展の下で気候政策を導入するシナリオ、地域

対立的な発展の下で気候政策を導入しない

シナリオ、化石燃料依存型の発展の下で気候

政策を導入しない最大排出量シナリオの５

つが主に使用されている。 

 

【ZEB（ゼブ）】 

Net Zero Energy Building（ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ビル）の略称。快適な室内

環境を実現しながら、建物で消費する年間の

エネルギーの収支をゼロにすることを目指

した建物のこと。 
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